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告 示

〇平成 年度（第 回）採石業務管理者試験の実施 （資源エネルギー課）………………
〇知事権限に係る保安林の指定の予定 （治山課）……………………………………………
〇知事権限に係る保安林の指定の解除 （治山課）……………………………………………
〇道路の区域の変更及び供用の開始 （道路課）………………………………………………
〇河川区域の廃止等により生じた廃川敷地等 （河川課）……………………………………
〇河川予定地の指定の一部改正 （河川課）……………………………………………………
〇土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定 （砂防災害課）……………………
〇宅地建物取引業務の停止処分 （建築指導課）………………………………………………

道教育庁後志教育局告示

〇特定調達契約に係る落札者等の公示…………………………………………………………
道教育庁空知教育局告示

〇特定調達契約に係る落札者等の公示…………………………………………………………
道公安委員会規則

〇道路交通法施行細則の一部を改正する規則…………………………………………………

３ 試 験 科 目
岩石の採取に関する法令事項（環境保全関係法令事項を含む。）
岩石の採掘、発破、破砕選別、汚濁水の処理、脱水ケーキ（脱水処理に伴って生ずる
湿状の岩石粉）の処理、廃土及び廃石のたい積並びに採掘終了時の措置に関する技術的
な事項

４ 受 験 願 書 提 出 先 受験希望地に所在する支庁の産業振興部商工労働観光課に提
出すること。

５ 受付期間及び受付時間 平成 年９月３日（月）から 日（火）まで（日曜日、土曜
日及び国民の祝日に関する法律（昭和 年法律第 号）に規
定する休日を除く。）の午前９時から午後５時 分まで。
なお、郵送等の場合は、平成 年９月 日（火）までの通信
日付印のあるものに限り受け付ける。

６ 提 出 書 類
受験願書（採石法施行規則（昭和 年通商産業省令第６号）様式第９によること。）
写真（縦５センチメートル、横４センチメートルとし、受験願書提出前６か月以内に
撮影した正面上半身 で、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したものである
こと。）

７ 受 験 手 数 料 受験手数料（ 円）は、北海道収入証紙で納付するもの
とし、受験願書の所定欄にこれをはり付けること。

８ そ の 他 受験に関して不明な点があるときは、最寄りの支庁産業振興
部商工労働観光課、後志支庁小 商工労働事務所又は北海道経
済部産業立地推進局資源エネルギー課に照会すること。
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告 示

北海道告示第 号

採石法（昭和 年法律第 号）第 条の 第１項の規定により、平成 年度（第 回）
採石業務管理者試験を次のとおり実施する。
平成 年８月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 試験期日及び試験時間 平成 年 月 日（金）午前 時から正午まで
２ 試験地及び試験場所

試 験 地 札幌市、函館市、江差町、 知安町、岩見沢市、旭川市、留
萌市、稚内市、網走市、室蘭市、浦河町、帯広市、釧路市及び
根室市

試 験 場 所 受験票により受験者に通知する。

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第２項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
平成 年８月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林予定森林の所在場所 増毛郡増毛町暑寒沢 （次の図に示す部分に限る。）
２ 指 定 の 目 的 魚つき
３ 指 定 施 業 要 件

立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
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ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道留萌支庁産
業振興部林務課及び増毛町役場に備え置いて縦覧に供する。）

条の規定により、次のとおり告示する。
その関係図面は、北海道旭川土木現業所に備え置いて縦覧に供する。
平成 年８月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 河 川 の 名 称 一級河川石狩川水系ベベルイ川
２ 廃川敷地等が生じた年月日 平成 年８月 日
３ 廃 川 敷 地 等 の 位 置 左岸 富良野市字大沼 番地先から同字鳥沼 番２地

先まで及び同 番地先から同 番３地先まで
右岸 富良野市字大沼 番１地先から同 番先まで

４ 廃川敷地等の種類及び数量 土地

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（河川予定地の指定）の一部を次のように改正する。
その関係図面は北海道旭川土木現業所に備え置いて縦覧に供する。
平成 年８月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
表の１一級河川ベベルイ川の項図面の欄中「第１号図から第３号図まで」を「第１号図の
２、第２号図の２、第３号図の２」に改める。

北海道告示第 号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 年法律第
号）第６条第１項及び第８条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災
害特別警戒区域として指定する。
平成 年８月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
小 塩谷２丁目 （ １ ７ ）

２ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
小 市塩谷２丁目（次の図のとおり）

３ 土砂災害の発生原因となる自然現 の種類
急傾斜地の崩壊

４ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関
する法律施行令（平成 年政令第 号）で定める事項
次の図のとおり
（「次の図」は省略し、その図面を小 土木現業所及び小 市役所に備え置いて縦覧に供

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する。
平成 年８月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除に係る保安林の所在場所 様似郡様似町字平宇 の３（次の図に示す部分に限

る。）
２ 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
３ 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道日高支庁産業振興部林務課及び様似町役場に

備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により平成 年８月 日に道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道旭川土木現業所に備え置いて、告

示の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年８月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道
２ 路 線 名 下川愛別線
３ 道路の区域

区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
上川郡愛別町字北町 番地先から 前 から ――上川郡愛別町字北町 番地先まで まで

後 から ――まで

北海道告示第 号

河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和 年政令第 号）第
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する。）

北海道告示第 号

宅地建物取引業法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定により、次の宅地建物取
引業者に対し宅地建物取引業の業務について停止処分をしたので、同法第 条第１項の規定
により公告する。
平成 年８月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 所 在 地 江別市野幌末広町 番地４
２ 商号又は名称 株式会社スペース
３ 代 表 者 氏 名 代表取締役 穂山 学
４ 免 許 証 番 号 北海道知事石狩 第 号
５ 業務停止の期間 平成 年８月 日から８月 日までの５日間
６ 業務停止の範囲 宅地建物取引業の全業務

道教育庁後志教育局告示

北海道教育庁後志教育局告示第 号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成 年８月 日

北海道教育庁後志教育局長 下 道 一 廣
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
パーソナルコンピュータの賃貸借（ 台分） 一式（１月当たりの単価）

２ 落札を決定した日
平成 年７月 日

３ 落札者の氏名及び住所
氏 名 ファイナンス株式会社
住 所 東京都港区芝浦１丁目２番１号

４ 落札金額
円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成 年６月 日付け北海道教育庁後志教育局告示第 号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

名 称 北海道教育庁後志教育局企画総務課
所在地 田郡 知安町北１条東２丁目

道教育庁空知教育局告示

北海道教育庁空知教育局告示第 号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成 年８月 日

北海道教育庁空知教育局長 山 田 寿 雄
１ 落札に係る物品等の名称及び数量（１月当たりの単価）

パーソナルコンピュータの賃貸借 一式 台（職業科高等学校４校）
パーソナルコンピュータの賃貸借 一式 台（普通科高等学校２校及び知的障害養

護学校１校）
２ 落札を決定した日
平成 年８月３日

３ 落札者の氏名及び住所
ア 氏 名 住信・松下フィナンシャルサービス株式会社
イ 住 所 大阪市北区中之島３丁目２番 号
ア 氏 名 住信・松下フィナンシャルサービス株式会社
イ 住 所 大阪市北区中之島３丁目２番 号

４ 落札金額
円
円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成 年６月 日付け北海道教育庁空知教育局告示第 号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道教育庁空知教育局企画総務課
所在地 岩見沢市８条西５丁目

道 公 安 委 員 会 規 則

道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年８月 日
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北海道公安委員会委員長 佐々木 亮 子
北海道公安委員会規則第 号

道路交通法施行細則の一部を改正する規則
道路交通法施行細則（昭和 年北海道公安委員会規則第 号）の一部を次のように改正す

る。

目次中「第６章 安全運転管理者等（第 条 第 条）」を
「第６章 安全運転管理者等
第６章の２ 車両の使用制

（第 条 第 条）
に改める。

限等（第 の２ 第 条の４）」
第６章の次に次の１章を加える。

第６章の２ 車両の使用制限等
（車両の使用者に対する指示）
第 条の２ 法第 条の２第１項、第 条の４又は第 条の２第１項の規定による車両の
使用者に対する指示は、指示書（別記様式第 号の２）を交付して行うものとする。
（使用制限書）
第 条の３ 法第 条第９項（法第 条の２第３項において準用する場合を含む。）の規
定により車両の使用者に交付する文書は、車両の使用制限書（別記様式第 号の３）と
する。
（報告又は資料の提出要求）
第 条の４ 法第 条の２の２第２項の規定により自動車の使用者に対し、必要な報告又
は資料の提出を求めるときは、報告・資料提出要求書を交付して行うものとする。
別記様式第 号様式を削り、別記様式第 号の３の次に次の３様式を加える。

別記様式第 号（第 条、第 条の４関係）

第 号
年 月 日

報告・資料提出要求書

殿

公安委員会 印

道路交通法第 条の２の２
第１項
第２項

の規定に基づき、下記のとおり報告・資料の提出

を要求します。
記

報告又は資料提出を
要求する理由

報 告 事 項

提 出 す る 資 料

報 告、 提 出 期 日 年 月 日（ ） 時ころ

報 告、 提 出 先 方面 警察署 課

注 規格は、 列４番縦長とする。

別記様式第 号の２（第 条の２関係）

第 号
年 月 日

指示書

殿

公安委員会 印
第 条の２第１項

道路交通法第 条 の ４の規定に基づき、次のとおり指示する。
第 条の２第１項

記
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別記様式第 号の３（第 条の３関係）

第 号
年 月 日

車両の使用制限書

指
示
に
係
る
車
両

使用の本拠の
の位置

車両（登録）
番号

指 示 事 項 最高速度違反
など、過積載運転違反行為を防止するため必要な措置を講ずること。

過労運転違反

指 示 の 理 由

指示に係る車両が自動車である場合には、この指示を受けた日から１年以内に当該自
最高速度違反

動車について過積載運転違反行為が行われたときは、道路交通法第 条の２第１項の規
過労運転違反

定による自動車の使用の制限を受けることがあります。

注１ この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算
して 日以内に、北海道公安委員会（北海道警察本部交通部交通指導課経由）に対し
書面をもって異議申立て（方面公安委員会の行った処分については審査請求）をする
ことができます。
なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して 日以内であっても、処分

の日から１年を経過すると異議申立て又は審査請求をすることができなくなります。
２ この処分に対する取消訴訟を提起する場合には、この処分があったことを知った日
（上記の異議申立て又は審査請求をしたときは、当該異議申立てに対する決定又は審
査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６月以内に、北海
道（訴訟において北海道を代表する者は、北海道公安委員会となります。）を被告と
して、札幌地方裁判所（方面公安委員会の行った処分については方面公安委員会の所
在地を管轄する裁判所）に処分の取消しを求める訴えを提起することができます。
なお、処分、決定又は裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内で
あっても、処分、決定又は裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消
しの訴えを提起することができなくなります。
３ 規格は、 列４番縦長とする。

殿

公安委員会 印

第 条 第 ２ 項
道路交通法第 条の２第１項の規定により、次のとおり車両の使用を制限する。

第 条の２第２項
記

命 令 の 年 月 日 年 月 日

使用者の氏名及び住所
（法人にあっては、その
名称及び代表者の氏名）

車両の使用の本拠の位置
及び名称

車両の登録番号又は車両
番号標の番号

運 転 禁 止 の 期 間 年 月 日から 日間年 月 日まで

運 転 禁 止 の 理 由

注１ この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算
して 日以内に、北海道公安委員会（北海道警察本部交通部交通指導課経由）に対し
書面をもって異議申立て（方面公安委員会の行った処分については審査請求）をする
ことができます。
なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して 日以内であっても、処分

の日から１年を経過すると異議申立て又は審査請求をすることができなくなります。
２ この処分に対する取消訴訟を提起する場合には、この処分があったことを知った日
（上記の異議申立て又は審査請求をしたときは、当該異議申立てに対する決定又は審
査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６月以内に、北海
道（訴訟において北海道を代表する者は、北海道公安委員会となります。）を被告と
して、札幌地方裁判所（方面公安委員会の行った処分については方面公安委員会の所
在地を管轄する裁判所）に処分の取消しを求める訴えを提起することができます。
なお、処分、決定又は裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内で
あっても、処分、決定又は裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消
しの訴えを提起することができなくなります。
３ 規格は、 列４番縦長とする。

附 則

（施行期日）
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１ この規則は、公布の日から施行する。
（道路交通法施行細則の一部を改正する規則の一部改正）

２ 道路交通法施行細則の一部を改正する規則（平成元年北海道公安委員会規則第 号）の
一部を次のように改正する。
附則第２項を削り、附則第３項を附則第２項とし、附則第４項から附則第６項を１項ずつ

繰り上げる。

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額 円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社


